
残留熱除去系配管及び格納容器電気配線貫通部の変更に伴う影響について
【第１４条 安全設備】

１．基準適合性の確認範囲
（１）残留熱除去系配管の変更

①重要度が高い安全機能を有する施設について，多重性及び独立性を有する設計としていることについて，配管の配置場所の変更や
機能に影響がある仕様の変更をしていないことから，「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における
健全性に関する説明書」（1,3,11,14,頁参照）に変更がないことを確認した。

②設計基準事故時に長期間にわたって機能が要求される静的機器のうち，単一の設計とする残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)
のスプレイヘッダ(サプレッション・チェンバ側)について，単一故障として最も過酷な条件となる配管の全周破断を想定しても，
原子炉格納容器の冷却機能を達成できる設計としていることについて，配管の配置場所の変更や機能に影響がある仕様の変更をし
ていないことから，「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」（1,3頁
参照）及び「Ⅴ-1-4-2 流体振動又は温度変動による損傷防止に関する説明書」（1頁参照）に変更がないことを確認した。

③安全施設について，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される環境条件において，その機能を発揮
するため，当該設備がさらされると考えられる圧力，温度，湿度，放射線等の環境条件を再現した実証試験等により耐性を確認し
た設計としていることについて，配管の配置場所の変更や機能に影響がある仕様の変更をしていないことから，「Ⅴ-1-1-6 安全設
備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に変更がないことを確認した。（16,17,18,19, 
23,52,53,別添1-80,別添1-82頁参照）

（２）原子炉格納容器電気配線貫通部の変更
①安全施設について，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される環境条件において，その機能を発揮

するため，当該設備がさらされると考えられる圧力，温度，湿度，放射線等の環境条件を再現した実証試験等により耐性を確認し
た設計としていることについて，電気配線貫通部の配置場所の変更や環境耐性等に係る変更はしていないことから，「Ⅴ-1-1-6 安
全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に変更がないことを確認した。
（16,17,18,20参照）

２．まとめ
（１）残留熱除去系配管の変更

今回の配管の改造については，既工事計画において適合性が確認されている設計基準事故時に想定される環境条件や流体振動又は
温度変動による損傷の防止の内容を変更するものではないが，改造を含むため，審査対応条文として整理している。

（２）原子炉格納容器電気配線貫通部の変更
今回の電気配線貫通部の改造については，既工事計画において適合性が確認されている設計基準事故時に想定される環境条件の内
容を変更するものではないが，改造を含むため，審査対応条文として整理している。
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【残留熱除去系主配管の変更】
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【残留熱除去系主配管の変更】
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【原子炉格納容器電気配線貫通部の変更】
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確認図書名 確認結果

【残留熱除去系配管の変更】

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設
備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

①配管の改造により，既に適合性を確認された多重性又は多様性，独立性に影響を与えないことを
確認した。

②配管の改造により，残留熱除去系の単一故障が発生したとしても既に適合性を確認された格納容
器の冷却機能に影響を与えないことを確認した。

③配管の改造により，既に適合性を確認された通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基
準事故時に想定される環境条件（地震等の自然現象等を含む）における設計に影響を与えないこ
とを確認した。

Ⅴ-1-4-2 流体振動又は温度変動による損
傷の防止に関する説明書

②配管の改造により，既に適合性が確認された流体振動又は温度変動に対する損傷防止の設計に変
更ないことを確認した。

【原子炉格納容器電気配線貫通部の変更】

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設
備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

①電気配線貫通部の改造により，既に適合性が確認された通常運転時，運転時の異常な過渡変化時
及び設計基準事故時に想定される環境条件（地震等の自然現象等を含む）における設計に影響を
与えないことを確認した。

残留熱除去系配管及び格納容器電気配線貫通部の変更に伴う確認結果
【第１４条 安全設備】

補
1
-
添

4
-
2
3


